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(54)【発明の名称】 インターネット上の個人保健医療情報蓄積サービスと携帯型保健医療情報端末を核としたシステ

ムおよびビジネスモデル

(57)【要約】
【課題】個人保健医療情報の自動的な収集と長期的な保
管を目的として個人保健医療情報の収集，登録，配信，
参照，統合利用を行うシステムを提供すること。
【解決手段】個人が携帯型の保健医療情報端末を使用し
て体温，血圧，服薬などの保健医療情報の定時，異常時
および任意の自動的採取と任意の閲覧を日常的に可能に
する手段と，個人が個人保健医療情報を信託する形で特
定センターの個人保健医療情報データベースにインター
ネット経由で登録する手段と，個人が医療施設にある自
己の個人保健医療情報をインターネット経由で個人保健
医療情報データベースに登録する手段と，個人が個人保
健医療情報データベースに登録されている自己の個人保
健医療情報をインターネット経由で閲覧可能とする手段
とを備える個人保健医療情報蓄積サービスと携帯型保健
医療情報端末によって個人保健医療情報の自動的な収集
・登録とその情報の統合的な利用を可能にした。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】個人保健医療情報の定常的な収集と長期的
なデジタル保管を目的として，各個人が携帯型の保健医
療情報端末を使用して体温，血圧，服薬などの保健医療
情報の定時，異常時および任意の自動的採取とその任意
の閲覧を日常的に可能にする手段と，各個人が自己の個
人保健医療情報を信託する形で携帯型保健医療情報端末
を使用して採取した保健医療情報を特定の個人保健医療
情報データベースにインターネットなどのネットワーク
経由で自動的に送出・登録・保管する手段と，各個人の
指示によって各医療機関・検査機関で発生した個人保健
医療情報を個人保健医療情報データベースにインターネ
ット経由で登録・保管する手段と，各個人が個人保健医
療情報データベースに保管されている自己の個人保健医
療情報をインターネットなどのネットワーク経由で自由
に閲覧可能とする手段とを備える個人保健医療情報シス
テムおよび個人保健医療情報蓄積サービス。
【請求項２】請求項１において，各個人が設定するセキ
ュリティ基準または各個人の指示によって各個人が個人
保健医療情報データベースに保管されている自己の個人
保健医療情報を関係者にインターネット経由で開示する
ことを可能とする手段を備える個人保健医療情報システ
ムおよび個人保健医療情報蓄積サービス。
【請求項３】請求項１または請求項２において，通信相
手の身元の確認を含むセキュリティを確保する手段と，
検査データの正規化・異常値検出・警報発信・データ蓄
積のための手段と，個人保健医療情報データベースに保
管されている個人保健医療情報を通信相手のセキュリテ
ィレベルに対応して加工した結果を提示する手段とを備
えることによって，個人保健医療情報のプライバシー保
護と有効活用を可能とした個人保健医療情報システムお
よび個人保健医療情報蓄積サービス。
【請求項４】請求項１または請求項２または請求項３に
おいて，検査データを収集する機器の遠隔メンテナンス
のための手段を備えることによって，個人保健医療情報
データの測定精度の維持と個人保健医療情報データの互
換性を確保し，個人保健医療情報の有効活用を可能とし
た個人保健医療情報システムおよび個人保健医療情報蓄
積サービス。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術】本発明は，個人保健医療情報の長
期保管を目的としてセキュリティ管理下における個人保
健医療情報の登録および配信，参照，統合利用を行うこ
とを可能とする個人保健医療情報蓄積サービスと個人保
健医療情報を日常的に採取・閲覧することを可能にする
携帯型の保健医療情報端末を中核とするビジネスモデル
に関する。
【０００２】
【従来の技術】個人医療情報である患者情報は，主とし
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てテキスト情報であるカルテ（診療録）と，画像情報で
あるフィルムによって物理的に保管されて来た。このよ
うな物理的な保管形態では，多くの場合に患者情報が一
箇所にしか存在せず，これは通常，診療・治療が行われ
た医療機関の所有となって保管されて来た。従って，他
の医療機関で診療・治療を受ける場合には，紹介状等に
よる患者情報の伝達が行なわれるなどするが原則的には
患者情報自体は移動せず，他の医療機関でコストと時
間，そして時には患者への侵襲によって新たに患者情報
が収集される状況にあった。また一つしかない物理的情
報である患者情報自体が紛失することや，破損，変質し
てしまうことも少なくない。こうした場合には重複した
検査や診療・治療がなされていることは想像に難くな
く，医療経済の非効率化の一因になっている。
【０００３】近年，患者情報の電子化・デジタル化が推
し進められており，これによって患者情報の可搬性が高
まり，また複数の医療機関での同時保存が可能となりつ
つある。また，遠隔地への患者情報の転送がインターネ
ットを介して行なわれる様にもなり，旅行先での不慮の
事故，疾病の発症時にも医療機関の間で患者情報の遣り
取りが行なわれて，効率の良い，適切な診療・治療が可
能となることが期待されている。
【０００４】最近の医療用診断装置の進歩は著しいもの
があり，医療用診断装置から出力される患者情報の量
は，数百枚から時に千枚を超える画像情報を中心とし
て，非常に大きなデータ量となりつつある。これらの出
力画像を，アナログフィルムに焼いて出力することは，
コスト面からも実作業面からも既に不可能になりつつあ
り，今後はデジタル情報のままコンピュータ・モニタ上
で観察を行うことが主体的になると考えられている。
【０００５】医療機関外で患者情報を保存する試みがな
されて来ており，メモリカード等に患者情報を蓄積して
個人が携帯する方法が考案されている。しかしながら，
ここに保存できる患者情報の量は極めて少なく，また，
メモリカード自体の紛失の可能性があり，現在十分に普
及しているものではない。
【０００６】インターネットを利用した医療情報サービ
スについては，一般的な医療・健康情報を不特定多数の
利用者に配信するものや，特定の検査機関による特定の
検査結果をインターネット上で患者個人が閲覧できるも
のが出現しつつある。
【０００７】患者情報は，本来，医療という公共性の高
いサービスの結果として発生するものであり，この患者
情報に含まれる疫学的に有用な情報については，匿名性
を保ちながら，社会全体に還元されて医療の進歩に貢献
すべき性格のものであるが，現在はこうした情報が必ず
しも有効に活用されていない。
【０００８】医療情報の電子的保存による医学的な効果
および疫学的な効果は広く認識されており，また医療情
報の電子的保存に関する技術的試みは精力的に検討され
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ているが，患者個人による負担も限界にあり，また，医
療機関によるコストの負担も医療経済事情の悪化によっ
て困難である。
【０００９】一方，予防医学の立場からは，病歴データ
だけでなく客観的な過去の保健医療情報の蓄積は，非常
に重要である。保健医療情報を定期的に収集し，これを
系統的に蓄積していくことと，この蓄積データを有効に
使用することによって，突発的な発病の前兆現象の検出
や発病の早期発見の可能性は非常に大きい。しかしなが
ら，現実には定期的な保健医療情報の収集や，これの系
統的な蓄積，そしてこの蓄積データの有効利用は実現し
ていない。
【００１０】血液検査データなどでは集団的統計データ
から正常値の上限と下限が決められている。たとえば白
血球の正常値は一般に４０００～８０００個／マイクロ
リットルと言われている。ところが，たとえば健康時に
３５００個／マイクロリットル前後で安定している人も
存在する。このような人にとっては，集団平均の正常値
の範囲であるたとえば７０００個／マイクロリットルで
あっても正常値範囲外である可能性もある。また，３５
００個／マイクロリットル前後の個人正常値を持つ人で
は，毎回の検査でその人にとっての正常値である３５０
０個／マイクロリットル前後の検査値を得た場合でも，
毎回異常値として警告が出され，再検査の対象になる。
【００１１】個人自身による健康状態の管理として日々
の体温や血圧などの個人データを家庭において測定して
これを記録することは有用であるが，個人が家庭におい
て多数の検査機器を使用して体温や血圧などの個人デー
タを継続して測定することは手数がかかり困難である。
【００１２】個人自身が多数の検査機器を家庭に備え，
その検査機器の較正を行い，測定データを意味のあるデ
ータとして維持することは困難である。このためには特
に意識しなくても検査機器の較正を行うことできる方法
が希望される。
【００１３】個人自身による健康状態の管理として日々
の体温や血圧などの個人データを家庭において測定・記
録したデータを，個人が健康状態の管理に有効に活用す
ることには困難さがある。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】従来は，患者情報はカ
ルテとフィルムによって保管されて来た。このような物
理的な保管形態では患者情報が一つしか存在しないの
で，患者情報は診療・治療を行った医療機関の所有とし
て保管されている。これに伴って，他の医療機関で診療
・治療を受ける場合には紹介状等による患者情報の伝達
が行なわれているが，詳細な患者情報は移動しないので
他の医療機関で新たに検査を行う場合が発生している。
このように患者情報の有効活用に問題がある。
【００１５】また，患者情報はカルテとフィルムによっ
て保管されているので，しばしば同一医療施設内でもこ
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のカルテやフィルムが紛失することや，破損，変質する
ことも少なくない。従って，このような場合には重複し
た検査などが行われる場合がある。
【００１６】医療機関にとって，増大する患者情報を保
管するための費用がますます増大しており，医療経済事
情の悪化によって必要なコストを負担することが困難に
なって来ている。従来の物理的な保管方法と電子的な保
管方法を並列的に実施することや，従来の物理的な保管
方法を電子的な保管方法に切換えることによるメリット
は数多くあるが，これに必要なコストを負担することが
医療機関にとって困難であるために実現していない。
【００１７】本来，患者情報は患者個人に帰属するべき
ものであるが，物理的な患者情報を患者自身が自分で長
期にまた確実に保管してこれを有効に活用することは，
現実には非常に困難であり，不可能である。
【００１８】将来，大容量可搬型物理媒体によって患者
個人に帰属する患者情報を患者自身が自分で長期に保管
する手段が確立した場合においても，この物理媒体を紛
失したり，破損したりする危険性は解決できない。
【００１９】大容量可搬型物理媒体によって患者個人に
帰属する患者情報を患者自身が自分で長期に保管する場
合を考えると，この物理媒体とそこに書き込まれたデー
タは，百年を単位とする長期間にわたって寿命と互換性
が確保されなければならない。従って，社会システムと
して実施する場合には，患者個人に配布された大容量可
搬型物理媒体の寿命と互換性を確保する問題は容易に解
決できない。
【００２０】大容量可搬型物理媒体によって患者個人に
帰属する患者情報を患者自身が自分で長期に保管する場
合を考えると，医療機関でこの物理媒体に書き込んだデ
ータを日常的に活用することは，現実には難しいことが
多い。例えば，医療機関で記録したデータをそのまま表
示しても患者にとって価値が少ないので何らかの加工が
必要であるが，患者の閲覧時点での必要にマッチした加
工を行うことはオフラインでは難しい。患者が医療機関
などに出向いて加工を依頼してその結果を閲覧すること
も考えられるが，地理的な制約があるので日常的にこの
方法を行うことは難しい。
【００２１】一方，予防医学の立場からは，病歴データ
だけでなく客観的な過去の保健医療情報の蓄積は，非常
に重要である。保健医療情報を定期的に収集し，これを
系統的に蓄積していくことと，この蓄積データを有効に
使用することによって，突発的な発病の前兆現象の検出
や発病の早期発見の可能性は非常に大きいが，定期的な
保健医療情報の収集や，これの系統的な蓄積，そしてこ
の蓄積データの有効利用は実現していない。従って，個
人データの正常値解析による発症の前駆的症状の発見
や，老化の推移観察など期待される最適治療が実現でき
ていない。
【００２２】血液検査データなどでは集団的統計データ
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から正常値の上限と下限が決められている。たとえば白
血球の正常値は一般に４０００～８０００個／マイクロ
リットルと言われている。ところが，各個人を見た場合
には，この集団的正常値範囲に入っていれば健康であ
り，この範囲から外れていれば病気であるとは限らな
い。このために，個人ごとにその人の個人正常値範囲を
求めることと，その個人ごとの個人正常値範囲を使用し
て個人ごとに個人異常値管理を行うことが望ましいが，
現実には個人の検査データが長期にわたって定期的に採
取・蓄積されていないことから実現していない。
【００２３】個人自身による健康状態の管理として日々
の体温や血圧などの個人データを家庭において測定して
これを記録することは有用であるが，個人が家庭におい
て多数の検査機器を使用して体温や血圧などの個人デー
タを継続して測定することは手数がかかり困難である。
このためには特に意識しなくても個人データを収集でき
る方法が必要である。
【００２４】個人自身が多数の検査機器を家庭に備え，
その検査機器の較正を行い，測定データを意味のあるデ
ータとして維持することは困難である。このためには特
に意識しなくても検査機器の較正を行うことできる方法
が必要である。
【００２５】個人自身による健康状態の管理として日々
の体温や血圧などの個人データを家庭において測定・記
録したデータを，個人が健康状態の管理に有効に活用す
ることには困難さがある。このためには測定・記録した
データを，医学的に意味のある方法で活用するシステム
が必要である。
【００２６】患者が医療機関で受診または健康診断を受
ける場合に検査が行われることが多いが，現在はこの結
果を聞くために再度医療機関に来院することが行われて
いる。結果を聞くだけの目的の場合には，患者にも医療
機関にとっても時間的・経済的損失になっている。
【００２７】医学の進歩には疫学的情報が不可欠である
が，これまでのカルテとフィルムによる患者情報の管理
では，カルテとフィルムの情報を全国的な規模で利用す
ることは難しく，限られた範囲の情報の利用にとどまっ
ている。患者情報は，医療という公共性の高いサービス
の結果として発生するものである。従って，この情報を
疫学的な目的で，統計的に意味のある母集団を構成する
データとして匿名性を保ちながら利用することによっ
て，医療全体に貢献すべき性格のものである。しかしな
がら，現在はこのような目的には有効に活用されていな
い。
【００２８】本発明は，上記のような現状を改善するた
めに，個人保健医療情報の長期保管を目的としてセキュ
リティ管理下における個人保健医療情報の登録および配
信，遠隔地での参照，統合利用を行うことを可能とする
個人保健医療情報蓄積サービスと個人保健医療情報を日
常的に採取・閲覧することを可能にする携帯型の保健医
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療情報端末とを中核としたシステムおよびビジネスモデ
ルを提供することを目的としている。
【００２９】
【課題を解決するための手段】本発明は，従来の保健医
療情報の収集と保管およびその活用に関する欠点を改善
するために行ったものである。本発明は，患者医療情報
を各医療・診療機関が保管するという前提を改めて，患
者が自己の責任の元に，自己の個人保健医療情報の電子
的保管と利用について，医療情報を専門に扱う第三者機
関に信託する。この第三者機関は，利用者に代わってイ
ンターネット経由で利用者に属する全ての個人保健医療
情報を各医療機関から集めて，これを長期間サーバーに
保管する。この第三者機関は，利用者からの依頼を受け
て，サーバーに保管している個人保健医療情報に必要な
加工を施した後，これをインターネット経由で指定先に
配送することによって，個人保健医療情報を有効に活用
する仕組みとした。
【００３０】利用者は，信託した自己の個人保健医療情
報については，何時，どんな場所からでもインターネッ
トを経由して，専用又は汎用のブラウザソフトウェアを
使用して閲覧することができる。
【００３１】利用者は，個人保健医療情報を日常的に採
取・閲覧することを可能にする携帯型保健情報端末を使
用して，体温や血圧などの個人データの定時的測定，ま
たは異常を本人が察知した時または携帯型保健情報端末
によって異常を検出された時の測定，または本人の意思
による任意の測定を特に意識しなくても自動的に行い，
このデータをインターネットなどのネットワーク経由で
自動的に第三者機関の個人医療情報データベースに登録
することができる。これによって，健康を管理し，また
将来の病気に備えて病気の際に有用な個人正常値情報，
個人病歴情報として蓄積することが可能になった。
【００３２】個人自身が個人保健医療データを家庭にお
いて測定してこれを記録することは有用であるが，個人
が家庭において多数の検査機器を使用して体温や血圧な
どの個人保健医療データを継続して測定することは手数
がかかり困難である。本発明の携帯型保健医療情報端末
はインターネット経由でセンターに接続できるので検査
機器の較正を自動的に行うことが可能になった。
【００３３】個人自身による健康状態の管理として日々
の体温や血圧などの個人データを家庭において測定・記
録したデータを，個人が健康状態の管理に有効に活用す
ることには困難さがある。本発明は測定・記録した保健
医療データをセンターの個人保健医療情報データベース
に蓄積し，これを解析することを可能にした。
【００３４】利用者が，健康診断や病気で医療機関又は
検査機関を受診した場合には，それらの機関から診療情
報や検査情報が自動的に第三者機関の個人医療情報デー
タベースに追加される。利用者は第三者機関の個人医療
情報データベースに逐次追加されるデータを，次回の診
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7
療日を待たずとも，これらを診療または検査結果が出た
直後よりインターネット経由で逐次閲覧することができ
る。
【００３５】利用者が自己のデータを閲覧することを希
望する場合には，第三者機関の個人医療情報データベー
スにそのデータが保管されているので，利用者の必要と
するレベルに合わせて加工を施したデータをインターネ
ット経由で，受信することができる。これによって，時
間的，地理的な制約も取り除くことができる。
【００３６】個人医療情報は，非常に個人的，社会的に
重要な情報を含んでいるので，情報の秘密保持は最重要
な問題である。こうした守秘性を確実に実現するため
に，医療情報に関して厳重なセキュリティ管理を施すと
ともに，情報の開示レベルを各利用者が任意に設定でき
る，またはあらかじめ開示レベルを指定しておくことが
できる機構を設けた。これによって，個人が管理するよ
りも高次元の情報管理が行えるようにした。
【００３７】第三者機関の個人医療情報データベースは
広い範囲の患者のデータを電子的に保管しているので，
疫学的な研究目的で，患者の事前の許可を得た医療情報
を，匿名性を保ちながら統計的に意味のある母集団を構
成するデータとして利用することが可能になった。
【００３８】利用者は，個人保健医療情報を日常的に採
取・閲覧することを可能にする携帯型の保健医療情報端
末を使用して，特に意識しなくても日々の体温や血圧な
どの個人データを家庭において測定してこれを記録する
ことが可能である。
【００３９】利用者は，携帯型の情報端末に含まれる検
査機器の較正を情報端末を使用して自動的に行い，特に
意識しなくても測定データを意味のあるデータとして維
持することが可能である。
【００４０】個人自身による健康状態の管理のために家
庭において測定・記録した日々の体温や血圧などの個人
データを，個人が健康状態の管理に有効に活用すること
には困難さがあるが，このシステムによって測定・記録
したデータを医学的に意味のある方法で活用することが
可能になった。
【００４１】本発明は個人が携帯型の保健医療情報端末
を使用して体温，血圧，服薬などの保健医療情報の定
時，異常時および任意の自動的採取と任意の閲覧を日常
的に可能にし，これらの検査データを個人保健医療情報
データベースにインターネット経由で登録することを可
能にした。これによって個人の検査データを長期にわた
って定期的に採取・蓄積することが可能になった。この
個人の履歴データは個人保健医療情報データベースに蓄
積されているので，このデータを使用して個人ごとにそ
の人の個人正常値範囲を求めることが可能になった。こ
の個人ごとの個人正常値範囲を使用して，従来は不可能
であった個人ごとの個人異常値管理を行うことが可能に
なった。この異常値管理は，センターが採取した，また

8
携帯型の保健医療情報端末が検査データを解析して警報
を発生することも可能になった。
【００４２】
【発明の実施の形態】以下，本発明によるインターネッ
ト上の個人保健医療情報蓄積サービスと携帯型保健医療
情報端末とを核としたシステムおよびビジネスモデルに
ついて説明する。図１は本発明の請求項１および請求項
２および請求項３の実施例を説明するブロック図であ
る。
【００４３】１０は，個人保健医療情報蓄積サービスの
利用者である個人を示している。１００は，本発明の中
核である携帯型個人保健医療情報端末を示している。１
１は，インターネットなどのネットワークを使用してデ
ータの送受信を行う送受信制御ユニットで，たとえば携
帯電話，ＰＨＳなどの携帯型の無線電話，赤外線を使用
したネットワーク端末，無線を使用したネットワーク端
末などの可搬型の通信端末である。１２は，インターネ
ットなどのネットワークのアクセスに対してセキュリテ
ィを確保するセキュリティユニットである。１３は，イ
ンターネット経由で個人保健医療情報データベースに送
る検査データの正規化と，個人保健医療情報データベー
スからインターネット経由で受信するデータの翻訳を行
う前処理ユニットである。１４は，血圧，体温などの検
査データを取得する生体検査用センサーと服用した薬剤
などを記録するカメラなどの入力装置を含む生体検査ユ
ニットを示す。１６は，データ閲覧システムで，個人が
個人保健医療情報端末１００で収集したデータを蓄積し
閲覧することやセンターの個人保健情報データベース２
４に蓄積したデータを閲覧するために使用する。
【００４４】２０は，個人保健医療情報蓄積サービスを
行う事業主が個人保健医療情報の長期デジタル保管を目
的として運営するセンターである。２１は，インターネ
ットなどのネットワークを使用してデータの送受信を行
う送受信制御装置ある。２２は，インターネットなどの
ネットワークのアクセスに対してセキュリティを確保す
るセキュリティシステムである。２３は，インターネッ
トから個人保健医療情報データベース２４に送られるデ
ータの正規化と，個人保健医療情報データベース２４か
らインターネットへ送り出すデータの翻訳を行う前処理
システムである。２４は，各個人が自己の個人保健医療
情報を信託する形で登録する個人保健医療情報データベ
ースである。
【００４５】３０は，個人保健医療情報蓄積サービスの
利用者からの委託でセンターにアクセスする医療施設を
示している。３１はインターネットなどのネットワーク
を使用してデータの送受信を行う送受信制御装置ある。
３２は，インターネットなどのネットワークのアクセス
に対してセキュリティを確保するセキュリティシステム
である。３３は，インターネット経由で個人保健医療情
報データベースに送る検査データの正規化と，個人保健
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9
医療情報データベースからインターネット経由で受信す
るデータの翻訳を行う前処理システムである。３４は，
検査データを取得する生体検査機器を示す。
【００４６】４０は，インターネットを代表とするネッ
トワークを示す。
【００４７】個人１０は，センター２０に対して個人が
保有している個人保健医療情報を個人保健医療情報デー
タベース２４に登録することを依頼する。この登録はイ
ンターネット４０を経由して行う場合は，センター２０
はセキュリティシステム２２によって，個人１０はセキ
ュリティユニット１２によって，それぞれ依頼者とセン
ターの確認を行う。確認ができた場合にはセンター２０
は個人１０から送られるデータを前処理システム２３に
よって処理した後，個人保健医療情報データベース２４
に登録・保管する。
【００４８】個人１０は，インターネット４０を介して
体温や血圧などの個人データを個人保健医療情報データ
ベース１３に追加登録する。センター２０はセキュリテ
ィシステム２２によって，個人１０はセキュリティシス
テム２１によって，それぞれ依頼者とセンターの身元を
確認する。確認ができた場合には個人１０の生体検査機
器１４で測定した血圧などの検査データは前処理システ
ム１３で正規化・異常値検出・警報発信などの処理を行
った後，セキュリティシステム１２，送受信制御ユニッ
ト１１，インターネット４０，送受信制御装置２１，セ
キュリティシステム２２を経由して前処理システム２３
に送られる。前処理システム２３は検査データの正規化
・異常値検出・警報発信などの処理を行った後，個人保
健医療情報データベース２４に登録・保管する。
【００４９】医療機関・検査機関などの医療施設３０
は，個人１０からの事前の依頼または個別の依頼を受け
て，その施設で検査した新しい個人保健医療情報を自動
または各個人の指示によってインターネット４０を経由
してセンター２０の個人保健医療情報データベース２４
に登録する。個別の依頼の場合には，医療施設３０はセ
キュリティシステム３２によって，個人１０はセキュリ
ティシステム１２によって，それぞれ医療施設と依頼者
の身元を確認する。確認ができた場合には，医療施設３
０はセキュリティシステム３２によって，センター２０
はセキュリティシステム２２によって，それぞれ医療施
設とセンターの身元を確認する。確認ができた場合には
医療施設３０は生体検査機器３４で測定した個人１０の
検査データを前処理システム３３で正規化・異常値検出
・警報発信などの処理を行った後，セキュリティシステ
ム３２，送受信制御装置３１，インターネット４０，送
受信制御装置２１，セキュリティシステム２２を経由し
て前処理システム２３に送る。前処理システム２３は検
査データの正規化・異常値検出・警報発信などの処理を
行った後，個人保健医療情報データベース２４に登録し
保管する。
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【００５０】個人１０は，個人保健医療情報データベー
ス２４に保管されている自己の個人保健医療情報を自由
に閲覧することができる。センター２０はセキュリティ
システム２２によって，個人１０はセキュリティシステ
ム１２によって，それぞれ依頼者とセンターの確認を行
う。確認ができた場合には個人１０はセンター２０に対
して，個人保健医療情報データベース２４に保管されて
いる自己の個人保健医療情報の閲覧を希望する。個人保
健医療情報をセンター２０は，個人保健医療情報データ
ベース２４に保管されている個人１０の個人保健医療情
報を前処理システム２３によって処理した後，セキュリ
ティシステム２２，送受信制御装置２１，インターネッ
ト４０，送受信制御ユニット１１，セキュリティシステ
ム１２を経由して個人１０に送付する。
【００５１】個人１０は，個人保健医療情報データベー
ス２４に保管されている自己の個人保健医療情報を，各
個人が設定するセキュリティ基準または各個人の指示に
よって，インターネットを経由して診療機関，医療保険
事業者，公共機関などの関係者に開示することができ
る。ここの説明では，図１の医療施設３０が，診療機
関，医療保険事業者，公共機関などの関係者を示すもの
とする。個別の依頼の場合には，医療施設３０はセキュ
リティシステム３２によって，個人１０はセキュリティ
システム１２によって，それぞれ医療施設と依頼者の確
認を行う。確認ができた場合には，医療施設３０はセキ
ュリティシステム３２によって，センター２０はセキュ
リティシステム２２によって，それぞれ医療施設とセン
ターの確認を行う。確認ができた場合には個人１０は個
人保健医療情報をセンター２０に対して，各個人が設定
するセキュリティ基準または各個人の指示によって，医
療施設３０で示される関係者にインターネット経由で開
示することを依頼する。センター２０は個人１０からの
依頼に基づいて，個人保健医療情報データベース２４に
保管されている個人１０の個人保健医療情報を各個人が
設定するセキュリティ基準または各個人の指示に基づい
て加工をした後，インターネットを経由して関係者に開
示する。
【００５２】センター２０は，前処理システム２３によ
って個人１０から送られる保健医療データの正規化・異
常値検出・警報発信などの処理を行った後，個人保健医
療情報データベース２４に登録・保管する。また，セン
ター２０は，各個人のために，個人保健医療情報データ
ベース２４に登録・保管されている各個人の個人保健医
療情報データの解析を行い，各個人の検査データ個人正
常値の解析など，保健医療情報データの有効利用のため
の解析と蓄積を行い，各個人または医療機関が各個人の
保健医療情報データを有効利用することを可能にする。
また，センター２０は，個人保健医療情報データベース
２４に保管されている個人の個人保健医療情報と解析デ
ータを，前処理システム２３によって処理した後，セキ
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ュリティシステム２２，送受信制御装置２１，インター
ネット４０，送受信制御ユニット１１，セキュリティシ
ステム１２を経由して個人１０に送付する。また，セン
ター２０は，個人１０からの依頼に基づいて，個人保健
医療情報データベース２４に保管されている個人１０の
個人保健医療情報と解析データを各個人が設定するセキ
ュリティ基準または各個人の指示に基づいて加工をした
後，インターネットを経由して関係者に開示する。
【００５３】図２は本発明の請求項４の実施例を説明す
るブロック図である。図１と同一の符号を持つものは図
１と同一のものである。
【００５４】１０は，個人保健医療情報蓄積サービスの
利用者である個人を示している。１５はリモートメンテ
ナンスシステムで，被検者の生体検査データを収集する
ために使用する生体検査機器を常に同一の条件に維持す
るためにセンターのリモートメンテナンスシステム２５
と協調して動作する。
【００５５】２０は，個人保健医療情報蓄積サービスを
行う事業主が個人保健医療情報の長期デジタル保管を目
的として運営するセンターである。２５は個人１０また
は医療機関３０において被検者の生体検査データを収集
するために使用する生体検査機器を常に同一の条件に維
持するためのリモートメンテナンスシステムで，リモー
トメンテナンスシステム１５または３５と協調して動作
する。
【００５６】３０は，個人保健医療情報蓄積サービスの
利用者からの委託でセンターにアクセスする医療施設を
示している。３５はリモートメンテナンスシステムで，
被検者の生体検査データを収集するために使用する生体
検査機器を常に同一の条件に維持するためにセンターの
リモートメンテナンスシステム２５と協調して動作す
る。
【００５７】センター２０のリモートメンテナンスシス
テム２５は個人１０のリモートメンテナンスシステム１
５と協調して生体検査機器１４の状態を正常な状態に維
持する。リモートメンテナンスシステム１５およびリモ
ートメンテナンスシステム２５は協調して，生体検査機
器１４の較正を行う。また前処理システム１３および前
処理システム２３が検査データの正規化を行う場合の正
規化パラメタを算出する。また，前処理システム１３ま
たは前処理システム２３が異常値を検出した場合に，こ
の異常値が被検者の異常に起因するか，それとも生体検
査機器１４の異状に起因するかを調査する。そして生体
検査機器１４の異常によると判断する場合は，生体検査
機器１４の再較正または修理を行う。
【００５８】センター２０のリモートメンテナンスシス
テム２５は医療施設３０のリモートメンテナンスシステ
ム３５と協調して生体検査機器３４の状態を正常な状態
に維持する。リモートメンテナンスシステム３５および
リモートメンテナンスシステム２５は協調して，生体検
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査機器３４の較正を行う。また前処理システム３３およ
び前処理システム２３が検査データの正規化を行う場合
の正規化パラメタを算出する。また，前処理システム３
３または前処理システム２３が異常値を検出した場合
に，この異常値が被検者の異常に起因するか，それとも
生体検査機器３４の異状に起因するかを調査する。そし
て生体検査機器３４の異常によると判断する場合は，リ
モートメンテナンスシステム３５生体検査機器３４の再
較正または修理を行う。
【００５９】図３は図１の個人１０または図２の個人１
０をより詳細に記述した図である。ただし，図１の場合
にはリモートメンテナンスシステム１５は含まない。携
帯型個人保健医療情報端末１００は送受信制御ユニット
１１，セキュリティユニット１２，前処理ユニット１
３，生体検査ユニット１４を含む。
【００６０】１１はインターネットなどのネットワーク
を使用してデータの送受信を行う送受信制御装置で，た
とえば携帯電話，ＰＨＳなどの携帯型の無線電話，赤外
線を使用したネットワーク端末，無線を使用したネット
ワーク端末などの可搬型の通信端末である。１２は，イ
ンターネットなどのネットワークのアクセスに対してセ
キュリティを確保するセキュリティユニットである。１
３は，インターネット経由で個人保健医療情報データベ
ースに送る検査データの正規化と，個人保健医療情報デ
ータベースからインターネット経由で受信するデータの
翻訳を行う前処理ユニットである。
【００６１】生体検査ユニット１４は生体電極・探触子
およびデータ処理装置１０１，血液採取分析装置１０
２，画像・音声入力装置１０３，警報・出力装置１０
４，データ処理装置１０５，データ蓄積装置１０６を含
んでいる。
【００６２】生体用電極・探触子およびデータ処理装置
１０１は，体温，血圧，心拍数，心電図，血糖値，発汗
などのデータを収集するためのセンサーと生体用電極，
および，収集したデータを処理するためのデータ処理装
置を含んでいる。
【００６３】血液採取分析装置１０２は，経皮的に極微
量の血液標本を採取する血液採取装置とこの血液標本を
分析する分析装置である。血中酸素濃度，血中二酸化炭
素濃度，血中アンモニア濃度，血中ホルモン濃度，血中
薬剤濃度，赤血球。白血球，血小板などの血液成分を含
むデータを取得する。
【００６４】画像・音声入力装置１０３は，小型カメ
ラ，小型ビデオカメラ，小型マイクロホン，ポインティ
ングデバイスを含む入力装置で，摂取カロリー，服用し
た薬剤などのカメラによる記録，外傷・病変部のビデオ
カメラによる記録，体調・運動量などのトピックの音声
またはポインティングデバイスによる記録などの入力を
行う。
【００６５】警報・出力装置１０４は，警報装置，音声
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出力装置，表示装置を含む装置で個人の健康状態につい
ての警告を必要とする場合などに使用する。
【００６６】データ処理装置１０５は，収集したデータ
の処理と正規化，異常値検出などの機能を持つ。
【００６７】データ蓄積装置１０６は，収集したデータ
を蓄積する機能，インターネットなどのネットワークに
何らかの事情でアクセスできない場合にデータを保管し
ておく機能，センター２０の個人保健医療情報データベ
ース２４から送られる警報情報や解析結果などを蓄積す
る機能，これらのデータを携帯型個人保健医療情報端末
で解析・表示して利用する機能を持つ。
【００６８】リモートメンテナンスシステム１５は，被
検者の生体検査データを収集するために使用する生体検
査機器を常に同一の条件に維持するためにセンター２０
のリモートメンテナンスシステム２５と協調して動作す
る。
【００６９】データ閲覧システム１６は，被検者が個人
保健医療情報端末１００で収集したデータを蓄積し閲覧
することやセンターの個人保健情報データベース２４に
蓄積したデータを閲覧するために使用する。
【００７０】携帯型個人保健医療情報端末は，携帯電
話，ＰＨＳなどの携帯型の無線電話，赤外線を使用した
ネットワーク端末，無線を使用したネットワーク端末な
どの可搬型の通信端末，セキュリティユニット，前処理
ユニット，生体電極・探触子およびデータ処理装置，血
液採取分析装置，画像・音声入力装置，警報・出力装
置，データ処理装置，データ蓄積装置を含んでいる。利
用者は携帯型個人保健医療情報端末を使用して，特に意
識しなくても日々の体温や血圧などの個人保健医療情報
データを定時的に測定して，または異常を察知した時に
または任意に測定して，このデータをインターネットな
どのネットワーク経由で自動的に第三者機関のサーバー
に登録することが可能である。携帯型個人保健医療情報
端末には，収集したデータを蓄積する機能，インターネ
ットなどのネットワークに何らかの事情でアクセスでき
ない場合にデータを保管する機能，センターの個人保健
医療情報データベースから送られる警報情報や解析結果
などを蓄積する機能，これらのデータを携帯型個人保健
医療情報端末で解析・表示して利用する機能を持つの
で，個人保健医療情報の収集と利用が容易になった。
【００７１】携帯型個人保健医療情報端末１００は，
１）携帯電話，ＰＨＳなどの携帯型の無線電話，赤外線
を使用したネットワーク端末，無線を使用したネットワ
ーク端末などの可搬型の通信端末，２）セキュリティユ
ニット，３）前処理ユニット，４）生体電極・探触子お
よびデータ処理装置，５）血液採取分析装置，６）画像
・音声入力装置，７）警報・出力装置，８）データ処理
装置，９）データ蓄積装置を含んでいる。これらの機能
を含んだ携帯型個人保健医療情報端末１００の形状は，
１）腕時計型，２）携帯電話型，３）ペンダント型など

14
の形状がある。また，携帯型個人保健医療情報端末の機
能をいくつかの指輪型などの複数のサブユニットに分割
し，その間を通信機能によって接続した分割型の携帯型
個人保健医療情報端末もある。また，技術の進歩によっ
て携帯型個人保健医療情報端末の構成要素の小型化が期
待されるので，もっと小型の指輪型などの異なった形状
も採用できる。
【００７２】生体用電極・探触子およびデータ処理装置
１０１は，体温，血圧，心拍数，心電図，血糖値，発汗
などのデータを収集するためのセンサーと生体用電極を
含んでいる。腕時計型の場合には，生体用電極および探
触子が被検者の皮膚表面に接触するような構造にしてい
る。携帯電話型およびペンダント型の場合には，測定時
に生体用電極および探触子が被検者の皮膚表面に接触さ
せることを可能にする構造を持つ。複数の指輪型サブユ
ニットの場合には，電極配置に自由度を持たせることが
可能である。
【００７３】血液採取分析装置１０２は，経皮的に極微
量の血液標本を採取する血液採取装置を含む。腕時計型
の場合には，血液採取装置が被検者の皮膚表面に接触す
るような構造にしている。携帯電話型およびペンダント
型の場合には，採取時に血液採取装置が被検者の皮膚表
面に接触させることを可能にする構造を持つ。複数の指
輪型サブユニットの場合には，血液採取部分を独立させ
ることが可能であり，消毒や廃棄物処理の面で有利であ
る。
【００７４】
【発明の効果】本発明は，個人保健医療情報の長期保管
を目的としてセキュリティ管理下における個人保健医療
情報の登録および追加登録，配信，遠隔地での参照，統
合利用を行うことを可能とする個人保健医療情報蓄積サ
ービスと，体温，血圧，服薬などの個人保健医療情報の
定時，異常時および任意の自動的採取とその任意の閲覧
を日常的に可能にする携帯型の保健医療情報端末を中核
としたシステムおよびビジネスモデルを提供することを
目的としている。
【００７５】本発明は，個人保健医療情報を日常的に採
取・閲覧することを可能にする携帯型の保健医療情報端
末を使用して，特に意識しなくても日々の体温や血圧な
どの個人データの定時，異常時および任意の自動的採取
を行い，このデータをインターネット経由で自動的にセ
ンターのサーバーに登録することが可能になった。意識
しなくても日々の体温や血圧などの個人データを定時的
に測定できるようになったので各個人の正常時における
検査データを長期間にわたり収集・蓄積し，これを解析
することによって各個人の個人正常値と個人異常値の閾
値データを取得することが可能になった。たとえば白血
球の正常値は一般に４０００～８０００個／マイクロリ
ットルといわれているが，たとえば健康時に３５００個
／マイクロリットル前後で安定している人も存在する。
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このような人にとっては，たとえば集団平均の正常値の
範囲である７０００個／マイクロリットルであっても正
常値範囲外である可能性もある。また，３５００個／マ
イクロリットル前後の個人正常値をもつ人では，毎回の
検査でその人にとっての正常値である３５００個／マイ
クロリットル前後の検査値を得た場合でも，毎回異常値
として警告が出され，再検査の対象になる。本発明を使
用することによって，個人ごとにその人の個人正常値範
囲を求めることと，その個人ごとの個人正常値範囲を使
用して個人ごとに個人異常値管理を行うことが可能にな
った。
【００７６】本発明は，個人保健医療情報を日常的に採
取・閲覧することを可能にする携帯型保健医療情報端末
を使用して，特に意識しなくても日々の体温や血圧など
の個人データの定時的・自動的採取を行い，このデータ
をインターネット経由で自動的にセンターの個人保健医
療情報データベースに登録することが可能になった。ま
た，個人ごとの経時的データから個人正常値範囲を計算
・登録して個人ごとに個人異常値管理を行うことが可能
になった。この個人正常値範囲を使用して携帯型保健医
療端末で収集・監視する生体情報から個人の健康状態を
監視することが可能になった。携帯型保健医療端末から
センターに送られてくる個人保健医療情報の常時監視・
解析機能をセンターに設けることによって，携帯型保健
医療情報端末を使用した個人の健康状態の遠隔監視と，
異常値が検出された場合の再測定や警報の自動発生が可
能になった。また，携帯型保健医療端末は常時監視・解
析機能を持っているので，この個人正常値範囲を使用し
て収集した生体情報から健康状態を監視し，異常値を検
出した場合には再測定や警報を発生することが可能にな
った。
【００７７】本発明は，個人保健医療情報を日常的に採
取・閲覧することを可能にする携帯型保健医療情報端末
にデータ蓄積装置を設けた。データ蓄積装置は，収集し
たデータを蓄積する機能，インターネットなどのネット
ワークに何らかの事情でアクセスできない場合にデータ
を保管しておく機能，センターの個人保健医療情報デー
タベースから送られる警報情報や解析結果などを蓄積す
る機能，これらのデータを携帯型個人保健医療情報端末
で解析・表示して利用する機能を持つので，この携帯型
保健医療情報端末を保持している人が自己の保健医療情
報データを，携帯型保健医療情報端末を使用して常時必
要に応じて利用することが可能になった。また，この携
帯型保健医療情報端末を保持している人が自己の保健医
療情報データを，この携帯型保健医療情報端末を使用し
て常時必要に応じて医療機関などの第三者に開示するこ
とが可能になった。
【００７８】本発明は，患者医療情報を各医療機関が保
管するという前提を改めて，患者が自己の責任の元に，
自己の医療情報の電子的保管と利用について，医療情報
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を専門に扱う第三者機関に信託し，この第三者機関がイ
ンターネット経由で全ての患者医療情報を各医療機関か
ら集めて，これを長期間にわたって個人保健医療情報デ
ータベースに保管する。そしてこの第三者機関は，患者
からの依頼を受けて，個人保健医療情報データベースに
保管している医療情報に必要な加工を施した後，これを
インターネット経由で指定先に配送する仕組みを提供し
た。これによって，患者医療情報を有効に活用すること
が可能になった。
【００７９】本発明は，利用者が自己の信託した保健医
療情報について，何時，どんな場所からでもインターネ
ットを介して，専用又は汎用のブラウザソフトウェアを
使用して閲覧することができる仕組みを提供した。
【００８０】利用者は，日々の体温や血圧などの個人デ
ータをインターネット経由で，第三者機関の個人保健医
療情報データベースに記録することができる。これによ
って，健康を管理し，また将来の病気に備えて病気の際
に有用な個人正常値情報，個人病歴情報として蓄積する
ことが可能な仕組みを提供した。利用者自身による健康
状態の管理として日々の体温や血圧などの個人データを
家庭において測定・記録した保健医療データをセンター
の個人保健医療情報データベースに蓄積し，これを解析
することを可能にした。個人の健康状態の管理に有効に
活用することが可能になった。
【００８１】利用者自身による健康状態の管理のために
日々の体温や血圧などの個人データを家庭において測定
してこれを登録する場合には，各家庭に備える非常に多
数の検査機器の較正を行い，測定データを意味のあるデ
ータとして維持することが必要であるが，インターネッ
ト経由で検査機器の較正を自動的に行うことを可能とす
る仕組みを提供した。
【００８２】利用者が，健康診断や病気で医療機関又は
検査機関を受診した場合には，それらの機関から診療情
報や検査情報が自動的に第三者機関のサーバーに追加す
る仕組みを提供した。これによって，患者は第三者機関
のサーバーに逐次追加されるデータを，次回の診療日を
待たずとも，これらを診療または検査結果が出た直後よ
りインターネット経由で逐次閲覧することが可能になっ
た。
【００８３】利用者が，自己のデータを閲覧することを
希望する場合には，第三者機関のサーバーに保管されて
いる利用者のデータに対して，利用者の必要とするレベ
ルに合わせた加工を施した後，これをインターネット経
由で，配信する仕組みを提供した。これによって，時間
的，地理的な制約を取り除くことが可能になった。
【００８４】医療情報は，非常に個人的，社会的に重要
な情報を含んでいるので，情報の秘密保持は最重要な問
題である。こうした守秘性を確実に実現するために，医
療情報に関しては厳重なセキュリティ管理を施すととも
に，情報の開示レベルを各利用者が任意に設定できる，
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またはあらかじめ開示レベルを指定しておくことができ
る機構を設けた。これによって，個人が管理するよりも
高次元の情報管理を行うことが可能になった。
【００８５】第三者機関の個人保健医療情報データベー
スは広範囲の患者のデータを電子的に保管しているの
で，疫学的な研究目的で，患者の事前の許可を得た患者
のデータを，匿名性を保ちながら統計的に意味のある母
集団を構成するデータとして利用することが可能になっ
た。
【００８６】本発明は，各個人が自己の責任で，センタ
ーが運営する個人保健医療情報データベースに自己の個
人保健医療情報を信託する形で登録する形式を採用し
た。また，各個人が自己の責任で，各医療機関・検査機
関に対して，センターが運営する個人保健医療情報デー
タベースに各医療機関・検査機関が持つ自己の個人保健
医療情報の登録を委託する形式をとった。従って，従来
議論のあった個人保健医療情報を電子媒体またはデータ
ベースに誰がどういう立場で収録するのかという問題を
解決することができた。
【００８７】本発明は，センターの個人保健医療情報デ
ータベースに個人保健医療情報をインターネット経由で
登録する方式を採用した。従って，従来問題があった個
人保健医療情報を保管するデータベースが地理的なアク
セスが容易な場所に置かれなければならないという問題
を解決することができた。
【００８８】個人，センター，医療機関・検査機関のそ
れぞれにおいて，通信相手の身元の確認を含むセキュリ
ティを確保する手段を採用することによって，個人保健
医療情報をインターネット経由で取り扱う場合に生じる
セキュリティの問題を解決することができた。
【００８９】本発明は，インターネット経由して体温，
血圧，服薬などの個人データを個人保健医療情報データ
ベースに追加登録できる手段と，インターネット上で個
人自身が個人保健医療情報データベースに登録されてい
る自己の個人保健医療情報を閲覧できる手段とを採用し
たので，個人にとってこのシステムに参加する動機付け
になった。これによって従来議論のあった個人保健医療
情報を電子媒体またはデータベースに収録する動機付け
を参加者にどのようにして与えるかという問題を解決す
ることができた。
【００９０】本発明は，各個人が設定するセキュリティ
基準または各個人の指示によって各個人が個人保健医療
情報データベースに登録されている自己の個人保健医療
情報をインターネット上で各診療機関，医療保険事業
者，公共機関などに開示することを可能とする方式を採
用した。また，個人保健医療情報データベースの蓄積デ
ータを通信相手のセキュリティレベルに対応してセンタ
ー側で加工してその結果を提示する手段を備えた。これ
によって，新しい医療機関で診療・治療を受ける場合
に，これまでの病歴や個人保健医療情報の伝達が可能に
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なり，重複した検査や診療・治療がなくなり，医療経済
の効率化に貢献できる。
【００９１】本発明は，各個人が設定するセキュリティ
基準または各個人の指示によって各個人が個人保健医療
情報データベースに登録されている自己の個人保健医療
情報をインターネット上で公共機関などに開示すること
を可能とする方式を採用した。これによって，全国的な
規模で医学情報の統計を取り扱うことを実現する可能性
ができた。これによって疫学的研究が進展することが期
待できる。
【００９２】本発明は，個人および医療施設で収集され
る検査データの正規化・異常値検出・警報発信のための
手段を用意した。検査データの正規化によって，非常に
多くの製造者が製造する非常に多くの機種の検査機器で
検査される検査データを，統一して扱うことが可能にな
った。
【００９３】検査データの異常値検出の機能を備えたの
で，収集した検査データが異常値を示した場合にこの異
常値が被検者の異常に起因するか，それとも生体検査機
器の異状に起因するかを調査することが可能になった。
【００９４】検査データが異常値を持つ場合に警報を発
信する手段を備えたので，異常値が被検者の異常に起因
する場合には医学的警報を発生すること，そして生体検
査機器の異常に起因すると判断される場合は，生体検査
機器の再較正または修理を行う必要があることを表示す
ることが可能になった。
【００９５】本発明は，センター，個人，医療施設のそ
れぞれにリモートメンテナンスシステムを用意した。こ
のリモートメンテナンスシステムによって，非常に多く
の製造者が製造する非常に多機種の生体検査機器の状態
を正常な状態に維持することが可能になった。このリモ
ートメンテナンスシステムは生体検査機器の較正を行
う。また，前処理システムが検査データの正規化を行う
場合の正規化パラメタを算出する。また，前処理システ
ムが異常値を検出した場合に，この異常値が生体検査機
器の異常によると判断する場合は，生体検査機器の再較
正または修理を行うことによって生体検査機器状態を正
常な状態に維持することが可能になった。
【００９６】利用者は，個人保健医療情報を日常的に採
取・閲覧することを可能にする携帯型の情報端末を使用
して，特に意識しなくても日々の体温や血圧などの個人
データを自動的に測定し，このデータをインターネット
経由で自動的にセンターのサーバーに登録することが可
能になった。これによって，健康を管理し，また将来の
病気に備えて病気の際に有用な病歴情報として蓄積する
ことが可能になった。
【００９７】個人自身が個人データを家庭において測定
してこれを記録することは有用であるが，個人が家庭に
おいて多数の検査機器を使用して体温や血圧などの個人
データを継続して測定することは手数がかかり困難であ
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る。本発明の携帯型個人保健医療情報端末は，携帯電
話，ＰＨＳなどの携帯型の無線電話，赤外線を使用した
ネットワーク端末，無線を使用したネットワーク端末な
どの可搬型の通信端末を持ち，血圧，体温などの検査デ
ータやカメラによって記録した服用した薬剤などを収集
し，インターネット経由でセンターの個人保健医療情報
データベースにほぼ自動的に登録することが可能になっ
た。
【００９８】予防医学の立場からは，病歴データだけで
なく客観的な過去の保健医療情報の蓄積は，非常に重要
である。保健医療情報を定期的に収集し，これを系統的
に蓄積していくことと，この蓄積データを有効に使用す
ることによって，突発的な発病の前兆現象の検出や発病
の早期発見の可能性は非常に大きい。本発明によって，
定期的な保健医療情報の収集や，これの系統的な蓄積，
そしてこの蓄積データの有効利用を実現することができ
た。従って，個人データの正常値解析による発症の前駆
的症状の発見や，老化の推移観察など最適治療が実現で
きることが期待される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例を説明するブロック図。
【図２】本発明の実施例を説明するブロック図。
【図３】本発明の実施例を説明するブロック図。
【符号の説明】
１０    個人保健医療情報蓄積サービスの利用者である
個人
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１１  送受信制御ユニット
１２  セキュリティユニット
１３  前処理ユニット
１４  生体検査ユニット
１５  リモートメンテナンスシステム
１６  データ閲覧システム
２０    個人保健医療情報の長期デジタル保管を目的と
したセンター
２１  送受信制御装置
２２  セキュリティシステム
２３  前処理システム
２４  個人保健医療情報データベース
２５  リモートメンテナンスシステム
３０  医療施設
３１  送受信制御装置
３２  セキュリティシステム
３３  前処理システム
３４  生体検査システム
３５  リモートメンテナンスシステム
１００  携帯型個人保健医療情報端末
１０１  生体用電極・探索子およびデータ処理装置
１０２  血液採取分析装置
１０３  画像・音声入力装置
１０４  警報・出力装置
１０５  データ処理装置
１０６  データ蓄積装置
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【図１】
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【図２】
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【図３】
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